
 

 

 

新株予約権証券等の上場対象からの除外について 

 

平成１７年１１月２５日 

証券会員制法人 福岡証券取引所 

 

Ⅰ．改正趣旨 

  新株予約権証券（平成１４年４月の商法改正以前においては新株引受権証券）は、同市場開設

来上場がない状況が続いています。この間、商法上は新株予約権証券の単独発行も認められまし

たが、上場対象となる新株予約権証券の具体的な内容が見極めにくい中で、現行の本所における

上場新株予約権の制度は、従来の新株引受権証券の仕組み（社債と同時に発行され、社債の額面

金額１００円に対する呼値を行う等）を想定したものとなっています。一方で、商法改正後にス

トック・オプションを目的として発行されている非上場の新株予約権を見ると、社債と同時に発

行されることはなく、現行の制度及び実務面等で想定している新株予約権証券とは仕組みが異な

っており、このような新株予約権証券を直ちに取引対象とすることは困難な状況となっています。

したがって当該証券の上場については、これを休止することとします。 

 

Ⅱ．改正概要 

新株予約権証券、新株予約権付社債券等（転換社債型新株予約権付社債券を除く）は上場の対

象外とし、関係諸規則の改正を行います。 

 

Ⅲ．施行日（予定） 

  平成１８年 １月初旬（予定） 
 

 

以 上 


